
水道水の水質基準とその改正等について、厚生労働省のホームページより概要をお知らせします。

1.水道水の水質基準について

水道水の水質基準は水道法第４条に基づく水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目や、
毒性評価が定まらない物質等の検討項目の情報・知見の収集に努めています。

   

2.最近の改正内容

衛生設備ニュース№009以降の改正を記載。

平成25年4月1日 〇水質管理目標設定項目 平成25年3月19日に

施行 農薬類の分類の見直し。 審議された。

平成26年4月1日 〇水質基準 平成26年1月14日に

施行 亜硝酸態窒素を水質基準に追加。 審議された。

基準値を0.04mg/Lとする。

〇水質管理目標設定項目

･「ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物」､「ﾆｯｹﾙ及びその化合物」の目標値の見直し。

･農薬類の対象リスト中､「ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ」､「ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ」､「ｶｽﾞｻﾎｽ」､「ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ」､

「ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬」､「ﾁｱｼﾞﾆﾙ」､「ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)」､「ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ」､「ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ」

「ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ」､「ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)」､「ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)」の目標値の見直し。

平成27年4月1日 〇水質基準 平成27年2月5日に

施行 ･「ｼﾞｸﾛﾛ酢酸」に係る水質基準を0.03mg/L以下に強化する。 審議された。

･「ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸」に係る水質基準を0.03mg/L以下に強化する。

〇水質管理目標設定項目

･「ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)」の目標値の変更。

･農薬類の対象リスト中､「1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ」､「ｵｷｼﾝ銅」の目標値の見直し。

平成28年4月1日 〇水質管理目標設定項目 平成28年2月17日に

施行 ･農薬類の対象リスト中､「ｱｼｭﾗﾑ」､「ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ」､「ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ」､「ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ」､ 審議された。

「ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ」､「ﾏﾗﾁｵﾝ」の目標値の見直し。

平成29年4月1日 〇水質管理目標設定項目 平成29年1月31日に

施行 ･農薬類の対象リスト中､「ﾋﾟﾛｷﾛﾝ」､「ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ」の目標値の見直し。 審議された。

･「ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ」､「ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)」と、要検討農薬類「ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ(MITC)」を統合して、

対象リストの「ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ」とし、目標値の見直し。

･対象リストに「ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ」を追加。

水道水質基準の改正の経緯について

改正時期 検討経緯改正内容

No.034 □ 機器 ■ 給水 □ 給湯 □ 排水
□ 器具 □ 消火 □ ガス □ 環境 □ 他



平成30年4月1日 〇水質管理目標設定項目 平成30年2月15日に

施行 ･農薬類の対象リスト中､「2,4-D(2,4-PA)」､「ｲｿｷｻﾁｵﾝ」､「ｼｱﾅｼﾞﾝ」の目標値の見直し。 審議された。

･対象リストから「ｼﾞﾁｱﾉﾝ」､「ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ」を削除。

･「ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ」について、オキソン体の濃度も合計して算出。

平成31年4月1日 〇水質管理目標設定項目 平成31年3月13日に

施行 ･農薬類の対象リスト中､「ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)」､「ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ」､「ﾒﾀﾗｷｼﾙ」の目標値の見直し。 審議された。

･対象リストから「ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP)」､「ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)」､

「ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ」､「ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ」を削除。

･「ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ」については、代謝物「(5Z)ｰｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ」の濃度も合計して算出。

令和2年4月1日 〇水質基準 令和2年3月23日に

施行 「六価クロム化合物」に係る水質基準を0.02mg/L以下に強化する。 審議された。

〇水質管理目標設定項目

･農薬類の対象リスト中、「ｶﾙﾀｯﾌﾟ」､「ｼﾞｸﾜｯﾄ」､「ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ」の目標値の見直し。
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･「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」を追加。

改正時期 改正内容 検討経緯


